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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の額の一部及び頭頂を含む頭部の中心部を覆うように、一定の幅を有する上面部
及び側面部材と結合された状態で、前記上面部と一定の角度をなすように一体にその下方
に向かって肩下まで延長される後面部を含む中央部材と、
　前記中央部材と結合された状態で上面部と共に半半球状を形成して、額から頭の上部を
覆い、側頭及び顔の側面の一部を覆って目、鼻及び口が位置する顔の中央部分が露出され
る外周縁を有する開放部が形成されるように前記中央部材の上面図及び後面部の両端部か
ら前記中央部材に対して一定の角度をなして一定の幅でそれぞれ延長して形成される２つ
の側面部材と、
　前記側面部材の一部と重なりながら前記開放部の開放された下部を覆って着用者の鼻と
口をカバーするように両側端部が、前記側面部材及び前記中央部材の後面部のうち１つ以
上と結合され、前記中央部材及び側面部材と共に全体的に着用者が頭を通して着用できる
ように下面が開放されるように形成された筒状の前面の一部をなすように形成されるマス
ク部材と、
　前記マスク部材の上部の外周縁が着用者の顔に密着される程度を調節するマスク密着調
節部材とを含み、
　前記マスク密着調節部材は前記マスク部材の上部の外周縁に形成され、前記外周縁の両
端部に形成された開放孔をつなぐ細長い挿入ガイド部、前記挿入ガイド部の開放孔の外側
に両端が露出した状態で前記挿入ガイド部内に挿入された紐状の調節紐部、及び、前記開
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放孔の外側に露出した前記調節紐部の長さを調節する調節器具部を備えることを特徴とす
る、密着調節型多機能頭巾。
【請求項２】
　前記開放部の外周縁をなす側面部材の一部の端部及び中央部材の端部に形成されて、前
記側面部材及び中央部材の端部が着用者の顔に密着される程度を調節する頭巾密着調節部
材がさらに形成されることを特徴とする請求項１に記載の密着調節型多機能頭巾。
【請求項３】
　前記頭巾密着調節部材は、両端部側に開放孔が形成され、長手方向に細長い内部空間が
形成されてなった挿入ガイド部と、前記挿入ガイド部の開放孔の外側に両端部が露出した
状態で前記内部空間に挿入される紐状の調節紐部と、前記調節紐部の露出された両端部に
形成されて調節紐部の長さを調節する調節器具部とを含むことを特徴とする請求項２に記
載の密着調節型多機能頭巾。
【請求項４】
　前記挿入ガイド部は、前記調節紐部が挿入されて移動可能な内部空間が形成される幅を
有する縫い代を前記側面部材及び中央部材に形成された開放部の外周縁の一部又は前記マ
スク部材の上部の外周縁に全体的に処理して形成することを特徴とする請求項３に記載の
密着調節型多機能頭巾。
【請求項５】
　前記開放部の外周縁の下部の一部は、前記挿入ガイド部が形成されないことを特徴とす
る請求項４に記載の密着調節型多機能頭巾。
【請求項６】
　前記調節紐部の両端部及び調節器具部は、前記マスク部材の外側に位置するように形成
されることを特徴とする請求項３に記載の密着調節型多機能頭巾。
【請求項７】
　前記マスク部材のうち、着用者の鼻先が位置する部分の下側に気孔部がさらに形成され
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の密着調節型多機能頭巾。
【請求項８】
　前記マスク部材のうち、着用者の鼻の位置する部分が開放される貫通部が形成され、前
記貫通部を覆うカバーがさらに形成されることを特徴とする請求項１又は２に記載の密着
調節型多機能頭巾。
【請求項９】
　前記マスク部材のうち、着用者の鼻及び口が位置する部分に形成される挿入部をさらに
含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の密着調節型多機能頭巾。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、頭巾に関し、より詳しくは、着用者の頭及び顔の大きさに応じて、顔と接する
部分の頭巾の外周縁を調節することによって、頭巾の顔への密着度を調節することができ
る新しい構造の密着調節型多機能頭巾(Multifunctional Bandana)に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に、釣り、登山、バイクなどのレジャー活動はもちろん、外部での作業時には、その
用途に合わせて製作された衣服を着用するので、身体のほとんどは太陽光と有害物質から
保護され、防寒機能がなされる。
【０００３】
しかしながら、衣服で保護されない部分、特に頭及び首や顔面は、外部にそのまま露出さ
れるため太陽光と有害物質から安全ではなく、何よりも寒い冬には防寒がなされない。
したがって、通常、露出される頭、首及び顔面などを保護するためにマスクや頭巾を着用
し、用途に応じて様々な種類の頭巾やマスクが開発されている。
【０００４】
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一般的に、マスクは、主に冬季に防寒用として使用され、冬季に防寒用として使用される
頭巾やマスクは、内側面は柔らかく保温機能に優れた素材からなり、顔面の一部領域を除
いた着用者の頭部全体を覆う構造でなる。
近年では、冬季だけでなく、他の季節にも紫外線遮断及び埃などの各種の汚染物質の吸引
防止などの目的で幅広くマスクが用いられているが、夏季と冬季の両方に使用できる製品
はない状況である。
【０００５】
一方、冬季に使用されるマスクは、防風及び防寒機能が非常に優れていなければならない
が、従来の技術によると、頭、顔、耳、首などを同時に効果的に覆う構造のマスクは紹介
されていない実情にある。
【０００６】
すなわち、図１は、スパン素材の円筒状からなって目や額部分を除いたほとんどの顔面を
カバーできるように形成されたマスクを示している。ところが、このようなマスクを着用
する場合は、目と額及び耳を除いたほとんどの顔面と後頭部及び首をカバーできるので、
防寒機能に加えて太陽光と有害物質から保護することができるという利点はあるが、着用
が不便で且つスパン素材の特性上、顔面、特に鼻部分にマスクが密着されるため、呼吸が
楽でないだけでなく、全体的に顔を締め付ける力が加えられて、長時間の使用時には非常
に息苦しさを感じるようになるという欠点がある。又、特別な固定手段がなくスパンの弾
性力だけで顔面に固定されているので、数回使用するとのびてしまい、機能をしっかり発
揮できないという問題点も発生し得る。
【０００７】
したがって、このような問題点が解決された新しい構造を用いて季節に関係なく使用する
ことができる多機能頭巾の開発が要望されていた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上記のような問題点を解決するために研究を重ねた結果、本発明者は、顔に接する部分の
密着度を調節することができる新しい構造の密着調節型多機能頭巾を開発することにより
、本発明を完成した。
【０００９】
したがって、本発明の目的は、顔に接する部分の密着度を調節でき、各種スポーツ及びレ
ジャー活動時に容易に着用することから、効果的に防寒、防風及び紫外線や汚染物質を遮
断することができ、長時間の使用時の不快感（息苦しさ、締め付けなど）を減らすことが
できる構造の密着調節型多機能頭巾を提供することにある。
【００１０】
本発明の他の目的は、頭全体を効果的に覆いながら、容易に着用することができるだけで
なく、頭、顔や首部分を覆ったり、あるいは、外気への露出を必要に応じて非常に容易に
選択して様々な方法で着用できる構造の密着調節型多機能頭巾を提供することにある。
本発明の又他の目的は、着用状態で呼吸が容易な構造の密着調節型多機能頭巾を提供する
ことにある。
【００１１】
本発明の又他の目的は、様々な機能にもかかわらず、形状が複雑でなく、シンプルでデザ
イン的に優れているだけでなく、生産コストを下げることができる構造の密着調節型多機
能頭巾を提供することにある。
【００１２】
本発明の目的は、以上で言及した目的に制限されるのではなく、言及されていない又他の
目的は以下の記載から当業者に明確に理解されると考える。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
上述した本発明の目的を達成するために、本発明は、着用者の額の一部分及び頭頂を含む
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頭部の中心部を覆うように、一定の幅を有する上面部及び側面部材と結合された状態で、
前記上面部と一定の角度をなすように一体にその下方に向かって肩下まで延長される後面
部を含む中央部材と、前記中央部材と結合された状態で上面部と共に半半球状を形成して
、額から頭の上部を覆い、側頭及び顔の側面の一部を覆って目、鼻及び口が位置する顔の
中央部分が露出される外周縁を有する開放部が形成されるように前記中央部材の上面部及
び後面部の両端部から前記中央部材に対して一定の角度をなして一定の幅でそれぞれ延長
して形成される２つの側面部材と、前記側面部材の一部と重なりながら前記開放部の開放
された下部を覆って着用者の鼻と口をカバーするように両側端部が、前記側面部材及び前
記中央部材の後面部のうち１つ以上と結合され、前記中央部材及び側面部材と共に全体的
に着用者の頭を通して着用できるように下面が開放されるように形成された筒状の前面の
一部をなすように形成されるマスク部材と、前記マスク部材の上部の外周縁が着用者の顔
に密着される程度を調節するマスク密着調節部材と、を含む密着調節型多機能頭巾を提供
する。
【００１４】
望ましい実施例において、前記開放部の外周縁をなす側面部材の一部端部及び中央部材の
端部に形成されて、前記側面部材及び中央部材の端部が着用者の顔に密着される程度を調
節する頭巾密着調節部材がさらに形成される。
望ましい実施例において、前記マスク密着調節部材は、前記マスク部材の上部の外周縁に
形成される。
【００１５】
望ましい実施例において、前記頭巾密着調節部材又はマスク密着調節部材は、両端部側に
開放孔が形成され、長手方向に細長い内部空間が形成されてなる挿入ガイド部と、前記挿
入ガイド部の開放孔の外側に両端部が露出した状態で前記内部空間に挿入される紐状の調
節紐部と、前記調節紐部の露出された両端部に形成されて調節紐部の長さを調節する調節
器具部とを含む。
【００１６】
望ましい実施例において、前記挿入ガイド部は、前記調節紐部が挿入されて移動可能な内
部空間が形成される幅を有する縫い代を前記側面部材及び中央部材に形成された開放部の
外周縁の一部又は前記マスク部材の上部の外周縁に全体的に処理して形成する。
望ましい実施例において、前記開放部の外周縁の下部の一部は、前記挿入ガイド部が形成
されない。
【００１７】
望ましい実施例において、前記調節紐部の両端部および調節器具部は、前記マスク部材の
外側に位置するように形成される。
【００１８】
望ましい実施例において、前記マスク密着調節部材は、前記マスク部材の中心部で下部側
の両端部が前記側面部材とそれぞれ結合されて筒状をなし、前記マスク部材の両側端部が
前記側面部材と分離された形状をなし、前記両側端部の一部が前記側面部材及び前記中央
部材の後面部のうち１つ以上と着脱可能に結合される構造を有するように形成される。
【００１９】
望ましい実施例において、前記両側端部の結合位置を調節して前記マスク部材と着用者の
顔との間の密着度を調節する。
【００２０】
望ましい実施例において、前記マスク部材のうち着用者の鼻先が位置する部分の下側に気
孔部がさらに形成される。
【００２１】
望ましい実施例において、前記マスク部材のうち着用者の鼻の位置する部分が開放される
貫通部が形成され、前記貫通部を覆うカバーがさらに形成される。
【００２２】
望ましい実施例において、前記マスク部材のうち着用者の鼻及び口が位置する部分に形成



(5) JP 6562270 B2 2019.8.21

10

20

30

40

50

される挿入部をさらに含む。
【発明の効果】
【００２３】
本発明は、次のような効果を有する。
先ず、本発明の密着調節型多機能頭巾は、顔と接する部分の密着度を調節でき、各種スポ
ーツやレジャー活動時に容易に着用できることから、効果的に防寒、防風及び紫外線や汚
染物質を遮断することができ、長時間の使用時の不快感（息苦しさ、締め付けなど）を減
らすことができる構造を有する。
【００２４】
なお、本発明の密着調節型多機能頭巾は、頭全体を効果的に覆いながら、容易に着用する
ことができるだけでなく、頭、顔や首部分を覆ったり、あるいは、外気への露出を必要に
応じて非常に容易に選択して様々な方法で着用が可能である。
なお、本発明の密着調節型多機能頭巾は、着用状態で呼吸が容易な構造を有する。
なお、本発明の密着調節型多機能頭巾は、様々な機能にもかかわらず、形状が複雑でなく
、シンプルでデザイン的に優れているだけでなく、生産コストを下げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】従来の頭、耳、顔、及び首を全て覆った頭巾形状を示す概略斜視図である。
【図２】本発明の一実施例による密着調節型多機能頭巾の側面側を示す平面図である。
【図３ａ】図３ａは、本発明の他の実施例による密着調節型多機能頭巾の側面側を示す平
面図である。
【図３ｂ】図３ｂは、本発明の他の実施例による密着調節型多機能頭巾の着用状態図であ
る。
【図４ａ】図４ａは、本発明の又他の実施例による密着調節型多機能頭巾の側面側を示す
斜視図である。
【図４ｂ】図４ｂは、本発明の又他の実施例による密着調節型多機能頭巾の着用順序の一
例を示す着用状態図である。
【図５ａ】図５ａは、本発明の又他の実施例による密着調節型多機能頭巾の側面側を示す
斜視図である。
【図５ｂ】図５ｂは、本発明の又他の実施例による密着調節型多機能頭巾の着用順序の一
例を示す着用状態図である。
【図６ａ】図６ａは、図４ａに示された密着調節型多機能頭巾を用いて本発明の多機能頭
巾の様々な着用例を示す着用状態図である。
【図６ｂ】図６ｂは、図４ａに示された密着調節型多機能頭巾を用いて本発明の多機能頭
巾の様々な着用例を示す着用状態図である。
【図６ｃ】図６ｃは、図４ａに示された密着調節型多機能頭巾を用いて本発明の多機能頭
巾の様々な着用例を示す着用状態図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
以下、図面を参照しながら、実施例によって本発明をより詳しく説明する。ただし、本発
明はこれらの実施例により限定されるものではない。 
明細書全体にわたって本発明を説明するために使用される同一の参照番号は同一の構成要
素を示す。
【００２７】
本発明の技術的特徴は、頭と顔を共に覆う構造の頭巾において顔と接する頭巾の外周縁部
分の密着度を調節することができる構造にある。すなわち、図１に示すような従来の頭巾
では、頭巾を非常に弾力性のある素材で製造することによって着用時に頭巾の外周縁が顔
と接する部分から浮かないようにするが、顔の形が立体的なため、わずかな隙間は発生し
得、完全に密着させるのは難しいだけでなく、完全に密着させるために強い弾性素材を使
用しても完全に密着させるのは困難であり、締め付け過ぎるため長時間の使用時に非常に
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不快になる。
【００２８】
したがって、本発明の密着調節型多機能頭巾は、着用時に顔と接するマスク部材の上部の
外周縁が着用者の顔に接する密着度を調節するマスク密着部材又は側面部材及び中央部材
の端部が着用者の顔に接する密着度を調節する頭巾密着部材のうち１つ以上を含み、様々
なスポーツやレジャー活動時に容易に着用できるだけでなく、効果的に防寒、防風及び紫
外線や汚染物質を遮断することができ、長時間の使用時の不快感（息苦しさ、締め付けな
ど）を減らすことができる構造を有する。
【００２９】
図２は、本発明の一実施例による密着調節型多機能頭巾の側面側を示す平面図であり、図
３ａは、本発明の他の実施例による密着調節型多機能頭巾の側面側を示す平面図であり、
図３ｂは、着用状態図である。図４ａは、本発明の又他の実施例による密着調節型多機能
頭巾の側面側を示す斜視図であり、図４ｂは、着用順序の一例を示す着用状態図である。
図５ａは、本発明の又他の実施例による密着調節型多機能頭巾の側面側を示す斜視図であ
り、図５ｂは、着用順序の一例を示す着用状態図である。図６ａ～図６ｃは、図４ａに示
された密着調節型多機能頭巾を用いて本発明の多機能頭巾の様々な着用例を示す着用状態
図である。
【００３０】
図２に示すように、本発明の一実施例による密着調節型多機能頭巾１００は、中央部材１
１０、側面部材１２０、マスク部材１３０及び密着調節部材１４０を含む構造である。
先ず、中央部材１１０は、密着調節型多機能頭巾１００の中心部に位置して着用者の額の
一部から頭頂を経て後頭部及び首の後ろまで覆う構造として上面部１１１と後面部１１２
を含む。
【００３１】
中央部材１１０を形成する上面部１１１と後面部１１２は、側面部材１２０と結合されな
い状態では、一定の幅と長さを有する生地であるが、一例として、幅よりも長さの方が長
い長方形状を形成することができる。しかしながら、図２に示すように、側面部材１２０
と結合されると、上面部１１１は、着用者の額の一部及び頭頂を含む頭部の中心部を覆う
ことができる半半球状の中心部をなし、後面部１１２は、上面部１１１と一定の角度をな
すように一体にその下方に向かって肩下まで延長される長さを有するように形成すること
ができる。
【００３２】
このように、中央部材１１０は、密着調節型多機能頭巾１００の中心部をなして側面部材
１２０と共に半半球状を形成するので、上面部１１１は、着用者の額の一部と接する一端
の中心点と後面部１１２と接する他端の中心点を連結する直線が位置した平面よりも突出
した曲面をなす。
【００３３】
次に、側面部材１２０は、中央部材１１０と結合されると、上面部１１１と共に半半球状
を形成して額から頭の上部を覆い、側頭及び顔の側面の一部を覆って目、鼻及び口が位置
した顔の中央部分及びその下部の首部分まで露出される外周縁を有する開放部１２１が形
成されるように、中央部材１１０の上面部１１１及び後面部１１２の両端部から中央部材
１１０に対して一定の角度をなして一定の幅でそれぞれ延長されて２つが形成される。し
たがって、開放部１２１をなす側面部材１２０の外周縁の一部が着用者の顔と接する部分
となる。
【００３４】
側面部材１２０は、中央部材１１０と結合されない状態では、一定の幅と長さを有する互
いに向き合う状態で同一の形状と大きさを有する２つの生地からなるが、一例として、幅
よりも長さの方が長い四角形状を有する。ここで、幅は、着用者の顔の側面及び側頭部を
覆うことができる広さであり、長さは、頭頂から肩線の下までの長さのうちマスク部材１
３０との結合状況に応じて選択することができるが、図２に示された密着調節型多機能頭
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巾１００において、外周縁部ではない、内部に形成された実線は、中央部材１１０、側面
部材１２０又はマスク部材１３０のうち、２つ以上が結合された縫い目であることを考慮
すると、側面部材１２０の長さは、マスク部材１３０の内部に斜線で形成された縫い目の
下方部分をマスク部材１３０とすると顎までになり、斜線で形成された縫い目の下方部分
を側面部材１２０とすると首までになる。
【００３５】
次に、マスク部材１３０は、側面部材１２０の一部と重なりながら、開放部１２１の開放
された下部を覆って着用者の鼻と口をカバーするように両側端部が側面部材１２０及び中
央部材１１０の後面部１１２のうち１つ以上と結合されて、中央部材１１０及び側面部材
１２０と共に全体的に着用者が頭を通して着用できるように下面が開放されるように形成
された筒状の前面の一部をなすように形成される。
【００３６】
このように、マスク部材１３０は、密着調節型多機能頭巾１００がその下面が開放された
筒状をなすように、中央部材１１０と側面部材１２０が結合された状態の頭巾が着用者の
側面と後面を覆い、開放部１２１によって露出された前面を形成する部分として、全体的
に下面が開放された筒状のうち下端部から一定の高さまで開放部１２１を覆うように、中
央部材１１０及び側面部材１２０と結合されて着用者の鼻と口をカバーする構造である。
【００３７】
マスク部材１３０の一例として、全体的に逆三角形状で３つの頂点が切断された形状をな
すように、上部の幅は広く、下部の幅は狭く、且つ両側端部の長さは短く、中心面部は長
さが長い生地を用いることができる。図２に示すように、マスク部材１３０の両側端部は
、中央部材１１０の後面部１１２及び側面部材１２０と共に縫い合せて結合することがで
き、マスク部材１３０の両側端部から下端部までの外周縁は、マスク部材１３０で斜線で
形成された縫い目によって側面部材１２０と結合することができる。
【００３８】
次に、密着調節部材１４０は、密着調節型多機能頭巾１００が着用者の顔と接する部分に
形成され、立体的な顔の表面にもかかわらず、密着調節型多機能頭巾１００と顔との間に
形成される隙間の程度を調節できるように形成される構成要素として、マスク部材１３０
の上部の外周縁に形成されるマスク密着調節部材１４０ａ又は中央部材１１０及び側面部
材１２０の外周縁の一部に形成される頭巾密着調節部材１４０ｂのうち１つ以上を含む。
【００３９】
図２に示された密着調節型多機能頭巾１００は、マスク密着調節部材１４０ａのみがマス
ク部材１３０の上部の外周縁に形成された構成である。ここで、マスク密着調節部材１４
０ａは、一例として、図３ｂに示すように、挿入ガイド部１４１、調節紐部１４２及び調
節器具部１４３を含む構成を有する。
【００４０】
このとき、挿入ガイド部１４１は、一例として、調節紐部１４２が挿入されて移動可能な
内部空間が形成される幅を有する縫い代をマスク部材１３０の上部の外周縁に全体的に処
理して形成することができる。調節紐部１４２は、挿入ガイド部１４１の開放孔の外側に
両端部が露出した状態で内部空間に挿入することができれば特に制限はないが、密着調節
を繊細にするために弾性を有する素材で形成された紐を用いることもできる。又、調節紐
部１４２の長さは、挿入ガイド部１４１の長さよりも長く、その幅は狭い。調節器具部１
４３は、調節紐部１４２の露出された両端部に形成されて調節紐部１４２の長さを調節す
る構成要素として、公知の全ての構成を用いることができる。
【００４１】
図３ａ及び図３ｂを参照して、本発明の他の実施例による密着調節型多機能頭巾１００を
説明すると、密着調節部材１４０としてマスク密着調節部材１４０ａの他に、頭巾密着調
節部材１４０ｂがさらに形成され、マスク部材１３０の両側端部から下端部までをなす外
周縁が、側面部材１２０と縫い目で結合されず通気孔が形成されたこと、及びマスク部材
１３０の中心面部に気孔部１３２がさらに形成されたことを除けば、図２に示された構成
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と同一であるので、異なる部分についてのみ説明する。
【００４２】
特に、図２に示された密着調節型多機能頭巾と図３ａ及び図３ｂに示された多機能頭巾の
形状は、縫い目及びその下面部の形状が異なるが、それはデザイン上の差異であって、中
央部材１１０、側面部材１２０、マスク部材１３０及び密着調節部材１４０からなること
は同一であるので、この点についても詳細な説明は省略する。
【００４３】
先ず、頭巾密着調節部材１４０ｂは、開放部１２１の外周縁をなす側面部材１２０の一部
の端部及び中央部材１１０の端部に形成されて、側面部材１２０及び中央部材１１０の端
部が着用者の顔に密着される程度を調節する構成要素である。図３ｂに示すように、一例
として、マスク密着調節部材１４０ａと同様に挿入ガイド部１４１、調節紐部１４２及び
調節器具部１４３を含む構成を有することができる。但し、挿入ガイド部１４１の場合は
、マスク部材１３０の上部の外周縁ではなく、側面部材１２０及び中央部材１１０に形成
された開放部の外周縁の一部に、調節紐部１４２が挿入されて移動可能な内部空間が形成
される幅を有する縫い代を処理して形成する点が異なる。このとき、開放部１２１の外周
縁の下部の一部は挿入ガイド部１４２が形成されない。
【００４４】
又、頭巾密着調節部材１４０ｂは、図３ｂに示すように、調節紐部１４２の両端部及び調
節器具部１４３は、マスク部材の外側に位置するように形成されることがユーザーの利便
性のために望ましい。
【００４５】
必要に応じて、気孔部１３２は、マスク部材１３０のうち、着用者の鼻先が位置する部分
の下側に形成することにより、着用者が呼吸しやすいように形成することもできる。
【００４６】
図４ａ及び図４ｂを参照して、本発明の又他の実施例による密着調節型多機能頭巾１００
を説明すると、密着調節部材１４０としてマスク密着調節部材１４０ａを含むことは、図
２に示された構成と同一であるが、マスク密着調節部材１４０ａの具体的な具現例が異な
り、マスク部材１３０の両側端部から下端部までをなす外周縁が側面部材１２０と縫い目
で結合されず通気孔が形成されたことを除けば、図２に示された構成と同一であるので、
異なる部分についてのみ説明する。
【００４７】
本発明の又他の実施例による密着調節型多機能頭巾１００において、マスク密着調節部材
１４０ａは、マスク部材１３０の中心部から下部側の両端部、すなわち両側端部から下端
部に連結される外周縁の一部は、側面部材１２０とそれぞれ結合されて筒状をなし、マス
ク部材１３０の両側端部が側面部材１２０と分離された形状をなし、その両側端部の一部
が側面部材１２０及び中央部材１１０の後面部のうち１つ以上と着脱可能に結合される構
造を有するように形成することができる。
【００４８】
一例として図４ａ及び図４ｂに示すように、マスク部材１３０の両側端部にマスク側接着
部１４４を形成し、中央部材１１０の後面部１１２に頭巾側接着部１４５を長く形成して
マスク部材１３０の両側端部のマスク側接着部１４４が着用者の意図に応じて頭巾側接着
部１４５に接着されるようにして、マスク部材１３０の密着度を調節することができる。
図では、マスク側接着部１４４及び頭巾側接着部１４５の一例として、ベルクロテープが
図示されているが、これに限定されるものではない。
【００４９】
図５ａ及び図５ｂを参照して、本発明の又他の実施例による密着調節型多機能頭巾１００
を説明すると、マスク部材１３０に通気孔部１３１がさらに形成され、マスク部材１３０
の両側端部の形状を変形させたことを除けば、図４ａに示された構成と同一であるので、
異なる部分についてのみ説明する。
【００５０】
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マスク部材１３０に形成された通気孔部１３１は、密着調節型多機能頭巾１００を着用し
た状態でマスク部材１３０で覆われた着用者の呼吸を容易にすることができる構造であれ
ば特に制限されないが、一例として、図５ａ及び図５ｂに示すように、着用者の鼻が位置
する部分が開放されて形成された貫通部１３１ａと貫通部１３１ａを覆うカバー１３１ｂ
で構成することができる。ここで、貫通部１３１ａは、少なくとも鼻の穴が露出されるよ
うに形成され、カバー１３１ｂは、図に示したように、露出された鼻を覆って呼吸は楽で
あるが、外部に露出しないように形成されることが望ましい。このような構造によってマ
スク部材１３０に形成された通気孔部１３１は、着用者の呼吸を楽にさせるだけでなく、
息で湿らないようにすることができる。
【００５１】
又、マスク部材１３０の密着度を調節するために、マスク部材１３０の両側端部に形成さ
れたマスク側接着部１４４が中央部材１１０の後面部１１２に長く形成された頭巾側接着
部１４５に接着したり、着脱が容易なようにマスク部材１３０の両側端部に取っ手部材を
さらに形成することができるが、取っ手部材は一例として示したように環状に形成するこ
とができる。
【００５２】
図６ａ～図６ｃを参照して、本発明による密着調節型多機能頭巾の着用状態図を説明する
と、顔と頭を全て覆うように着用したり、マスクを着用した状態で顎の下側に位置させて
顔を露出し頭及び首を覆うように着用したり、頭の部分を内側にして顔及び首だけを覆う
ように着用することもできる。
【００５３】
図示していないが、図４ａ及び図４ｂに示された密着調節型多機能頭巾１００の構造に図
３ａ及び図３ｂに示された頭巾密着部材１４０ｂをさらに形成する構造で形成することも
でき、図２及び図４ａ及び図４ｂに示された密着調節型多機能頭巾に気孔部１３２又は図
５ａに形成された通気孔部１３１をさらに形成することもできる。
【００５４】
必要に応じて、図示してはいないが、マスク部材１３０のうち、着用者の鼻及び口が位置
する部分に汚染物質を取り除くことができるフィルタなどが挿入される形状で挿入部を内
側にさらに形成することもできる。ここで、挿入部は、一側が開口されてフィルタなどが
挿入されることが可能であれば、ポケットの形状など公知の構成をそのまま用いることが
できる。
【００５５】
本発明の密着調節型多機能頭巾は、一例として、中央部材、側面部材及びマスク部材を一
定の形状の４つの生地に裁断した後、これらを縫い合せて密着調節型多機能頭巾を形成す
ることができる。したがって、本発明の密着調節型多機能頭巾は形状が複雑でなく、シン
プル且つデザイン的に優れているだけでなく、生産工程を簡素化して生産コストを下げる
ことができる。
【００５６】
又、別の密着調節部材を備えることにより、頭巾の材質は従来とは異なり弾性が強い素材
を用いなくても良いので、着用時にユーザーを締め付けるのが少ないためより一層快適に
着用することができる
【符号の説明】
【００５７】
１００：密着調節型多機能頭巾
１１０：中央部材
１１１：上面部
１１２：後面部
１２０：側面部材
１２１：開放部
１３０：マスク部材
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１３１：通気孔部
１３２：気孔部
１４０：密着調節部材
１４０ａ：マスク密着調節部材
１４０ｂ：頭巾密着調節部材
１４１：挿入ガイド部
１４２：調節紐部
１４３：調節器具部
１４４：マスク側接着部
１４５：頭巾側接着部
１５０：挿入部

【図１】 【図２】
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